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３．地域における食育の推進 

（１）現状と今後の方向性 
心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らしていくためには、人生の各段階に応じ

た一貫性・継続性のある食育を推進することが求められる。 
特に、日本人の最大の死亡原因となっている生活習慣病を予防し、健康寿命を延伸する上では、

健全な食生活が欠かせない。また、生活の質の低下を防ぐため、糖尿病の重症化予防も重要であ
る。 
特に、メタボリックシンドロームを予防するためには、栄養・食生活や身体活動・運動等の生

活習慣の改善が重要である。メタボリックシンドロームの該当者及び予備群は、若干減少傾向に
あるものの、引き続き、栄養・食生活、身体活動・運動の改善に関する対策を総合的に推進して
いくことが重要である。 
このため、生活習慣病の予防及び改善や健康づくりにつながる健全な食生活の推進等、家庭、

学校、保育所、生産者、企業等と連携しつつ、地域における食生活の改善が図られるよう、適切
な取組を行うことが必要である。 
また、主食・主菜・副菜がそろう栄養バランスに優れた「日本型食生活 」の実践の推進も重要

である。 
近年、様々な家族の状況や生活の多様化により、健全な食生活の実現が困難な立場にある者も

存在する。このため、食品ロスの削減の取組とも連携しながら貧困の状況にある子供等に食料を
提供する活動をはじめ、地域で行われる様々な取組が一層重要となっている。家庭における食育
の推進に資するよう、地域における食育を促進し、支援する。 
 
（２）取り組むべき施策 
（「食育ガイド」等の活用促進） 
（健康寿命の延伸につながる食育推進）一部変更・・・参考④ 
（歯科保健活動における食育推進） 
（栄養バランスに優れた日本型食生活の実践の推進） 
（貧困の状況にある子供に対する食育推進）新規・・・参考⑤ 
（若い世代に対する食育推進）新規 
（高齢者に対する食育推進）一部変更・・・参考⑥、⑦、⑧ 
（食品関連事業者等における食育推進） 
（専門的知識を有する人材の養成・活用） 
 

【④ナトリウム（食塩相当量）の目標量】 

i)施策の概要 

生活習慣病の予防を目的とした「目標量」を充実させた。また、高血圧予防の観点から、男
女ともにナトリウム（食塩相当量）の目標量を低めに変更している。 
     18 歳以上男性：2010 年版 9.0ｇ／日未満 → 2015 年版 8.0ｇ／日未満  
     18 歳以上女性：2010 年版 7.5ｇ／日未満 → 2015 年版 7.0ｇ／日未満 

 

 ii)食育施策との関連 

減塩が血圧を低下させ、結果的に循環器疾患を減少させると考えられており、「日本人の食事
摂取基準（2015 年版）」のナトリウム（食塩相当量）の目標量については、高血圧予防の観点か
ら、18 歳以上の男性で 8.0ｇ/日未満、18 歳以上の女性で 7.0ｇ/日未満と男女とも値を低めに
変更した。（第３次食育推進基本計画Ｐ22（健康寿命の延伸につながる食育推進）） 

 
<参考> 
日本人の食事摂取基準（2015 年版）概要（Ｐ29） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html 
日本人の食事摂取基準（2015 年版）報告書（各論「ミネラル（多量ミネラル）」） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000041824.html 

 

 iii)府省庁担当課名 

厚生労働省健康局健康課栄養指導室 
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【⑤子供の未来応援国民運動】 

 i)施策の概要 

政府では、子供の貧困対策の推進に関する法律（平成 25 年法律第 64 号）第８条に基づき作
成した「子供の貧困対策に関する大綱」（平成 26年８月 29日閣議決定）を踏まえ、いわゆる貧
困の連鎖によって、子供たちの将来が閉ざされることは決してあってはならず、子供たちと我
が国の未来をより一層輝かしいものとするため、国民の力を結集して全ての子供たちが夢と希
望をもって成長していける社会の実現を目指し、官公民連携・協働プロジェクトである「子供
の未来応援国民運動」（事務局：内閣府、文部科学省、厚生労働省及び日本財団）を平成 27 年
10 月１日に始動したところである。 
 

 ii)食育施策との関連 

①第３次食育推進基本計画（抜粋） 
第３ 食育の総合的な促進に関する事項 
 ３．地域における食育の推進 

    （２）取り組むべき施策 
      （貧困の状況にある子供に対する食育推進） 

「子供の貧困対策に関する大綱」（平成 26 年８月 29 日閣議決定）に基づき、子
供の食事・栄養状態の確保、食育の推進に関する支援を行う。 
また、ひとり親家庭の子供に対し、放課後児童クラブ等の終了後に学習支援や

食事の提供等を行うことが可能な居場所づくりを行う。 
さらに、子供の未来応援国民運動において、民間資金による基金の活用等を通

じて、貧困の状況にある子供たちに食事の提供等を行うＮＰＯ等に対して支援等
を行う。 

 
②「子供の貧困対策に関する大綱」（平成 26年８月 29日閣議決定）（抜粋） 

  第４ 指標の改善に向けた当面の重点施策 
   １ 教育の支援 
    （６）その他の教育支援 

（子供の食事・栄養状態の確保） 
 生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を行
い、低所得世帯への支援を引き続き実施する。 学校給食法の目的に基づき、
学校給食の普及・充実及び食育の推進を図り、適切な栄養の摂取による健康の
保持増進に努める。 

２ 生活の支援 
     （２）子供の生活支援 

（食育の推進に関する支援）  
        乳幼児期は、子供の健やかな発育・発達及び健康の維持・増進の基盤となる時

期であると同時に、望ましい食習慣や生活習慣の形成に極めて大きな役割を果た
す時期でもある。  

       このため、「健やか親子２１」の趣旨や内容も踏まえつつ、乳幼児健康診査等
における栄養指導の機会等を活用し、地域における食育の推進を図る。  

         また、保育所を始めとした児童福祉施設において、ふさわしい食生活が展開さ
れ、適切な援助が行われるよう、各施設において、「児童福祉施設における食事
の提供ガイド」の活用等を通じ、子供の発育・発達状態・健康状態・栄養状態・
生活状況などを把握し、それぞれに応じた必要な栄養量が確保できるように努め
るとともに、食育の観点から、食事の提供や栄養管理を行い、子供の健やかな発
育・発達を支援する。  

              なお、保育所等における食育の推進に当たっては、「保育所における食事の提
供ガイドライン」を参照し、専門性を生かしながら、家庭や地域、福祉、教育分
野等と連携を図っていくことが重要である。  

              また、児童養護施設等においては、入所前の家庭生活において適切な食生活が
営まれておらず、発達段階に応じた食習慣が身に付いていない場合もあることか
ら、小規模化等による家庭養護の促進や児童養護施設等の運営指針の活用等を通
じ、食の持つ力を最大限に活用した支援を行う。  
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③子供の未来応援国民運動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iii)府省庁担当課名 

・内閣府政策統括官（共生社会政策担当）子供の貧困担当 
・厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 
・文部科学省生涯学習政策局参事官（連携推進・地域政策担当）付 
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【⑥日本人の食事摂取基準の目標とする体格指数】 

 i)施策の概要 

  日本人の食事摂取基準（2015 年版）において、エネルギーの指標として、目標とする BMI の
範囲を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ii)食育施策との関連 

高齢者においては、咀嚼能力の低下、消化・吸収率の低下、運動量の低下に伴う摂取量の低
下等が存在するため、「日本人の食事摂取基準（2015 年版）」においては低栄養と関連の深
い虚弱の予防にも配慮し、高齢者（70歳以上）の目標とする体格指数（ＢＭＩ）の範囲を提
示したところである。（第３次食育推進基本計画Ｐ23（高齢者に対する食育推進）） 
（参考） 
日本人の食事摂取基準（2015 年版）概要（Ｐ７） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html 
日本人の食事摂取基準（2015 年版）報告書（各論「エネルギー」） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000041824.html 

 

 

 iii)府省庁担当課名 

厚生労働省健康局健康課栄養指導室 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000041824.html
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【⑦新しい介護食品（スマイルケア食）】 

ⅰ）取組内容 

  噛むこと・飲み込むことなどの食機能に問題がある人や、健康維持上栄養補給が必要な人
等を対象とした、新しい介護食品（スマイルケア食）。農林水産省が有識者会議を設け、介
護食品の市場拡大に向けて検討を続けてきたところであり、食品の形状や栄養素等で分類を
３つに分け、「青」マークは栄養補給を必要とする人向けの食品と整理し、本年２月より運
用を開始。「赤」マークは特別用途食品の許可を受けた商品、「黄」マークはＪＡＳ規格とし
て運用を開始する方向で検討が進められている。 

  

 

（出典）農林水産省ホームページ掲載資料「新しい介護食品（スマイルケア食）の取組について（平成 28 年 3 月）」 

 

（出典）農林水産省ホームページ掲載資料「新しい介護食品（スマイルケア食）の取組について（平成 28 年 3 月）」 



76 

 

（出典）農林水産省ホームページ掲載資料「新しい介護食品（スマイルケア食）の取組について（平成 28 年 3 月）」 

 

ⅱ）食育との関連 

第３次食育推進基本計画に「高齢者の低栄養の問題に対応する「新しい介護食品（スマイル
ケア食）」の普及を図る。」と記載している。 

 

ⅲ）府省庁担当課 

 農林水産省食料産業局食品製造課 
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【⑧生活習慣病その他の健康増進を目的として提供する食事について】 

 i)施策の概要 

生活習慣病予防や健康増進の観点から、栄養バランスのとれた食事の普及が様々な食事の提
供場面で一層の工夫や広がりをもって展開されるよう、事業者が提供する食事のレシピ考案や
生活習慣病予防等を目的とした料理教室等へ活用していただくなど、生活習慣病予防その他の
健康増進を目的として提示されたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ii)食育施策との関連 

厚生労働省では、栄養バランスのとれた食生活を実践するためには、中食や外食においても
バランスのとれた食事が提供される必要があることから、日本人の長寿を支える「健康な食
事」について検討を行い、平成 26年に取りまとめた報告書を踏まえ、平成 27 年９月に食を通
じた社会環境の整備に向けた通知が発出されている。 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000096730.html 

 

〇生活習慣病予防その他の健康増進を目的として提供する食事の目安の普及について 
「生活習慣病予防その他の健康増進を目的として提供する食事の目安の普及について」（平成
27年９月９日  健発0909第６号 厚生労働省健康局長） 
 
本通知とあわせて、前頁に示した「生活習慣病その他の健康増進を目的として提供する食事

について（目安）」と「生活習慣病その他の健康増進を目的として提供する食事の普及に係る
実施の手引き」を公表している。 

 
 〇「健康な食事」の普及について 
「「健康な食事」の普及について」（平成27年９月９日 健発0909第３号 厚生労働省健康局長） 
 
 本通知とあわせて、「リーフレット」、「主食・主菜・副菜のそろった食事推奨のシンボル
マークの使用規定」、「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事推奨のシンボルマーク使用マニ
ュアル」を公表している。 

  
 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000096730.html
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<参考> 

 

 

 iii)府省庁担当課名 

      厚生労働省健康局健康課栄養指導室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


